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特定医療法人 効 透 安 
土 認定医療法人制度の 創設 

トトト ⅡⅡⅠ ノ 公 
金事業の公益性、 公的な運用に 営 益 率 明 定医 今 医療計画において 特定の分 

ついて国税庁長官の 承認を受け 
利 性 性 性 し業 

野の医療を担う 主体としてむ 
た 法人であ り、 法人税の軽減税 的 医療機関とともに 位置づけ 
率 が適用される 性 の の の 

の 確 向 確 
現 

                      金 極的参加 公的医療機関の 経営への積 

特別医療法人 
倣 立 上 保 
底 

金 自己資本比率規制の 見直し 

今 が的な運営要件を 満たす法人 ぐ 債券 松募畳 発行を可能に 

であ り、 その収益を医療施設の 
経営に充てることを 目的として * 伎 貴報、 酬等支 ナ医療計画に 位 よ 理事長要件の ナ医療サ ー ヒス ナ 朴を ト 監査 刀 金 税制上の優遇措置 

厚生労働大臣が 定める収益事業 給 基準の開 ホ 置 づけた医療の 緩和   導入 
を行うことが 可能 う是 {%   今 寄附税制の見直し   よ 住民参加型   * 事業規模の。         モ 議員会の設置 住民参加型 評 金 収益事業など 多様な事業展開           表具．会の設置 

七資金支援を 受 医療が占めろ 範 甘 経営管理機 今 医療機能に応じた 他の医療 

けた者の名称等 囲 を現 静 l 能の強化 ナ 評議員の同一 法人との幅広い 連携の推進 

    
舌 理事会の役 き 。 l 金 保有現金等の 預け入れ規制 

葵 残余財産の帰           権 限の明 夫 経営情報、 事 の 緩和   業 計画な ヒ の・ 情 一 石在 @ ヒ 

  報公開義務 けけ 一     
責任の吏，範囲 。 医療法人会計   

財団医療法人 ( 持分点 ) 
  基準の適用 

( クルーフ全体の 
財団医療法人 (.f き分点 )   状 ;U@ 巴ヰ屋 ) 

員 に対する代表 
訴ユ @ ホ ・ l 皮内訓 註 丈 経営情報の公 

開推進 

社団医療法人けき 分有又は持分 捕 去 理事の同一視 社団医療法人 ( 持分有 x 棚き 分卸 

浜出資額限度法人含む 族 割合の制限   米 出資額限度法人含む 
広告可能 

今 適切な経営資源の 投入 

  
今 効率的な経営 笛 理体制 ウ 住民が支える 医療サ ーヒ スの実現 

注 ) * は 認定医療法人のみに 関する事項、 炎は 全ての医療法人に 関する事項。 




